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はじめに

　箱館は蝦夷地（現北海道）の最南端の都市とし

て津軽海峡をへだてて本州（青森県）と向かい

合っている。波が穏やかで船を繋ぐ必要もないた

め、「綱知らずの港」といわれ、古くから港とし

て利用されていたが、アイヌの反乱により200年

以上和人の居住はなく、都市として発展し始める

のは江戸中期ごろからである。

　江戸期の箱館は、松前三港として松前・箱館・

江差が設定されたことにより、蝦夷地における限

られた交易可能な港の一つとなったが、松前・江

差に比べて交易は少なく、この頃人口も三港の中

で最も少なかった。しかし、北前船の発展や、蝦

夷地の幕府直轄時の中心港になったこと、貿易港

として開港されたことなどにより、蝦夷地随一の

港都市として発展していく。

　そのような発展を遂げた箱館であるが、大火や

戦争による残存史料の少なさにより、町や中小町

人の動向についてはわかっていない部分が多く、

町や町人を対象とした先行研究も少ない。

　そこで本発表では箱館の町やそこに暮らしてい

た町人について、限られた史料の中ではあるが、

主に幕末の史料を用いてその都市社会の一端をみ

ていきたい。具体的には、箱館の町の要である問

屋と沖ノ口、そして他国より蝦夷地へやって来た

者を指す旅人と職人の２つの史料から市内中小町

人の動向を探りたい。

１　箱館市内の職と町

　近世の箱館市街はＬ字型に広がっており、その

背後には函館山がある。そのため、港沿いの通り

から山側の街は坂になっている。大町にある沖ノ

口番所は、箱館の玄関口で、他地域（主に本州諸

国）から市内へ入ってくるもの・市内から他地域

へ出て行くものは必ずここで改（取り調べ）を受

けなければならなかった。本州と海で隔てられて

いる蝦夷地は各港に沖ノ口番所を設け、ここで本

州からの物・人を管理した。蝦夷地の沖ノ口番所

は、現代のイメージでいうと税関と入出国管理を

兼ね備えたような役所の機関であり、この沖ノ口

における関税的業務を任されていたのが問屋株仲

間で、入出国管理のような機能を任されていたの

が旅人宿である。関税的業務が沖ノ口の主要機能

であるため、問屋はそのほとんどが沖ノ口番所の

ある大町に店を構えていた。

　箱館市内では職種により居住町がおおよそ棲み

分けられていたことが「函館風俗書」１や「蝦夷

日誌」２から分かる。

　大別すると市内の家業傾向は３層にみることが

できる。港沿いにある市内の商業的中心地大町・

内澗町には問屋や小宿３、商人が多く居住してい

た。この外側内陸には、日雇や職人、場所出稼

人４などが居住し、さらにその外側港沿いには漁

師や五十集５が居住した。
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２　問屋

　問屋とは一般に卸売り業者のことを意味する

が、蝦夷地の問屋は特殊なものであった。問屋は

延享５年（1748年）に６軒の問屋株仲間が許可さ

れ、その後４軒が許可され、幕末には箱館の問屋

は10軒であった。問屋に株仲間が許可された背景

として、松前藩による沖ノ口口銭徴収業務の委託

が関係している。沖ノ口口銭とは諸藩が港の移出

入品に課した関税のことで、松前藩ではこの徴収

を問屋に委託した。蝦夷地に入港する船舶は必ず

沖ノ口を通らなくてはならず、沖ノ口を通るため

には必ず各港の問屋に所属しなくてはならなかっ

た。そのため、問屋は委託を請け負う代わりに入

出港する船舶と独占的に関わることができたので

ある。つまり、問屋は出入荷物の沖ノ口口銭を徴

収し官へ納め、また問屋の取り分として、問屋口

銭や倉敷料を徴収した。

　このように、箱館及び蝦夷地における問屋機能

は官と結びついた特殊なものであり、本来なら官

が行うべき沖ノ口業務を行なうという官業を内包

したものであった。

　箱館の問屋業務及びその機能について以下にま

とめる６。

⑴　 蝦夷地三港に入港する船は必ず各港のいずれ

かの問屋に所属しなければならず、問屋は所

属船手に対して全責任を負わなくてはならな

かった。市内船持も同様であり、蝦夷地関係

の各藩船も同様にして、扱問屋はその藩の御

用達となった。

⑵　 場所請負人も場所産物の取り扱いに対し扱問

屋を指定し、問屋はその場所に出店を出し、

事務を処理した。この扱問屋を断宿と呼んだ。

⑶　 沖ノ口業務は、入港した船舶の物品・国名・

船主・水主以下姓名等取り調べ、船頭と沖ノ

口番所にて改を受けさせる。沖ノ口口銭と問

屋口銭・倉敷料の取立てを行い、沖ノ口口銭

は役所へ上納する。また、密売品・密入国人

等の監視取締など。

⑷　 問屋が身元引受人になる問屋附旅人の旅人改

の立会い（立会い手数料を取る）。

⑸　 所属船手船頭・問屋附旅人の旅宿業。

⑹　 難破船の救助。

⑺　 一般的な問屋業務である、倉庫業・卸業・売

買斡旋など。

３　沖ノ口番所：旅人改

　問屋が沖ノ口で改めるのは主に物であるが、沖

ノ口では物だけではなく人についても改を行なっ

ていた。本州に戸籍がある状態で箱館にやって来

た者を蝦夷地では「旅人」と呼んで、在地の者と

区別した。この旅人の改は旅人宿に任されており、

旅人宿とは、旅人取締のために役所より享和３年

（1803）に定められた宿で、旅人改を行うことが

本務であるが、それに伴い旅人に関するあらゆる

業務をこなしていた。

　本州から蝦夷地港へ渡ってきた者は、荷物と同

じく、沖ノ口番所で改を受ける。生国・村名・年

齢や渡道目的などを糺され、名主・旅人宿立会い

の下、身元引受人がいる場合はその親類・知音、

問屋と連印で鑑札願を出し、鑑札が下付されると、

市内に滞在することができるが、市内に在住する

旅人は旅人役銭などを支払わなくてはならなかっ

た。身元引受人がいない場合は旅人宿が身元保証

人となるため、別途旅人宿へ人請判銭を支払わな

くてはならない。これら旅人にかかる支払金は越

年する場合には、また新たに取り立てられること

となる。また、職人などのその職業を行うにあ

たって、市内において鑑札を受けなくてはならな

い職業者は、旅人も同様に職鑑札を受けなくては

ならなかった。このように旅人は、市内に滞在す

るために様々な金銭を支払わなくてはならなかっ

た。
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４　幕末箱館市内における町人と旅人

　箱館が安政２年（1855）貿易港として開港さ

れたことにより、旅人の移入数は漸次増加し、特

に開港に伴う台場や五稜郭建設によって多くの労

働者が必要となり、多くの旅人が市内に移入した。

また、安政３年に、それまで数十年以上市内に居

住していなくては、正式な箱館町人（箱館の人別

に入っている町人）となることはできなかった制

度が変わり、身元引受人が居て数年市内に居住し

ていれば入籍許可が下りるようになった。要する

に町人になるための制度が大幅に簡略化されたの

である。

　これによって、いよいよ箱館の人口は増加の一

途を辿ることとなる。さらに、翌年安政４年には

旅人役銭を全廃し、開墾その他・官の建築・製造

などに従事するために滞在する者の越年役も免除

することになる。つまり、箱館はこれまで旅人に

課していた役銭を廃し、積極的に旅人移入政策を

行ったのである。これにより旅人の数は急増した

ものとみられる。

　天明５年（1785）約2500人だった人口は漸次増

え、安政年間には１万人を越し、慶応３年（1867）

には18000人を超えている。

　この幕末にかけての市内人口増加による市内町

人と旅人の関わりについて、２つの史料を紹介す

る。

【史料１】は市在大工職人（箱館に戸籍を持つ大

工職人）の惣代と頭より、旅人大工職人（他国か

ら箱館に大工職をしに来た者）の身元及び鑑札の

管理を行いたいという願書である。

【史料２】は旅人鍛治職人の身元引受人より、旅

人鍛治職人に鍛治職の鑑札を出して欲しいという

願書である。

　【史料１】と【史料２】は、どちらも安政６年

（1859）に奉行所に提出された願書・嘆願書であ

る７。

【史料１：市在大工職惣代・頭より奉行所へ願書】

乍恐書付を以奉願上候

（中略）

一、旅人大工職の者御当所え罷越候得ば、沖之口

御番所御改相済、御鑑札頂戴の上自儘に止宿、市

在相働中には作料増銭申募、又は所借の上欠落等

仕、右様のもの共御役銭私共より弁金上納候義も

儘有之、且作料増銭の義に付小前の者難渋は勿論、

万々一非常時の節如何様の増銭申募り候も難斗、

旁市在差支に相成可申奉存候、依之向後大工職の

者向地より罷越候はば、私共身元引請御鑑札頂戴、

別段市在働方御鑑札頂戴仕、私共より其者共え相

渡職業為仕申度、無其儀市在相働候者は取調可奉

申上候、猶帰国并蝦夷地松前 江差出稼の者御判

願、同様私共より奉願上度奉存候、左候節は、自

他人数も相弁へ居候事故、何時御用細工等被仰付

候共聊御間欠に不相成様可仕奉存候

（中略）

安政六未年二月

百姓大工惣代　　久右衛門

甚兵衛

大工頭　　市左衛門

七兵衛

　要するに、増加した旅人大工職人を、従来の市

在の大工職が統率するために、旅人大工職人は市

在の大工職が身元引受人となり、旅人の鑑札及び

大工職の鑑札も管理したいといったものである。

箱館の町人は同職で組合を組み、頭領を立てて組

織の統制を図るよう役所に指示されていたが、特

に大工職の頭領は役所より扶持を与えられていた。

差出人の大工惣代と大工頭はこの扶持が与えられ

ていた者たちだとみられる。

　本来ならば、旅人大工職人は沖ノ口にて旅人一

律の居留の鑑札を受け、奉行所より別個大工職の

鑑札を受けることで、市内の大工職人として働く

ことができる。しかしこの時、旅人大工職人の行

動（賃上げや失踪）が無視できないレベルにな



121

比較日本学教育研究部門研究年報 第15号

り、市在大工職人が願書を出すに至ったと考えら

れる。この背景には、前述した台場や五稜郭など

の建築工事により市内において大工職人需要が急

増し、旅人大工職人が市内に多く移入したことで、

従来の箱館大工職の慣習を守らない者が多くなっ

たと推察できる。実際に大工職人の１日の賃金は

安政年間で358文から450文まで増額しており、そ

の需要の高さが窺いしれる。また旅人大工職人の

損失の補填を市在大工職人が行わなくてはならな

くなっており、実害もあったことがわかる。それ

にしても、この旅人大工職人を統制する方法はか

なり厳格であり、箱館大工職人の危機感がうかが

える。

　史料では旅人大工職人の迷惑行為として主に賃

金の増額をあげているが、市内においてこの時大

工職人の賃金は１日１人一律450文と定まってい

た。町役所では諸営業の取締として、「市中営業

者の多くは同類の者が組合を結び、各自取締をし

たが、奉行所及び町会所は、なお其上にあって取

締をし、かつ大工賃銭、髪結料、風呂銭、旅籠銭、

及び豆腐の価はみだりに価格変更を許さず、出願

を持って、町役所で詮議の上出願を許可し、市中

に示すのを例８」としていたため、勝手に賃上げ

を要求するのは従来のやり方を無視した行為であ

る。このように旅人大工職人が賃上げ要求を行う

ことは、もともとある市在大工職人の組合の立場

を危うくし、組合自体の存続も危惧される状況に

なり得ない。

　また、この頃、賃金の増額から分かるように、

市内においても大工の需要が高まっていた可能性

が高く、もし旅人大工職人が組合の意向に従わず

450文より高い賃金で働き、箱館大工職人は450文

で働くという事態になれば、自分達箱館大工職人

が旅人大工職人よりも低賃金で働く、という損を

被ることにもなり得るため統制を強めたかったと

いうことも考えられる。

【史料２：旅人鍛冶職鎌吉の身元引受人より奉行

所へ願書】

乍恐以書付奉願上候

一、私親類仙臺石の巻惣太夫弐男鎌吉と申者、親

代々より鉄炮并刀剣類鍛治職の者に御座候処、御

当初にて広大の御普請被為在候趣粗承知仕、職業

修業旁御時節柄の事故聊の御用細工にも相勤申度

心組にて、昨午年十一月御当所え罷越、沖之口御

番所御改済、私養弟に示談仕、御台場御普請御請

負人備前の喜三郎殿雇入に相成、御普請場入用鉄

物細工いたし、寸暇の節は自分稼に市中売用の大

工道具并注文小細工等仕出申度心組に罷在候所、

御当所鍛治職より注文仕出物の義は差控呉可申、

尤御上様え奉願上職札御下げの上は可為勝手旨申

聞候、依之奉願上も重々恐多奉存候得共、稼方壱

火斗御免被仰付被下置度、乍恐此段書付を以奉願

上候、已上

未三月

願人　　　　

仙台石巻　　鎌吉

鎌吉身元引受人　　　　

タナゴマ町　　善吉

　要するに、旅人の鍛治職が官役の他に市内町人

向けに自分で仕事を行いたいと思っていたところ、

市在鍛治職人より鍛治職の鑑札を受けていないの

に自分稼を行なわないよう言われたため、鍛治職

鑑札を受けたいといった内容である。

　ここで注目したいのは、史料１の大工職人のよ

うに市在職人が旅人職人を管理・統率しようとし

て旅人に口出ししたわけではないといった点で

ある。「鑑札を受ければ勝手にしても良い」とい

うところより、大工職人とは違い、市在鍛治職人

は鑑札さえ受けていれば、旅人鍛治職人が市内で

働いても問題ないと思っていたことが読み取れる。

鑑札を要求したのは、市在鍛治職人は金銭を払

い、鑑札を受けて働いていたため、旅人が金銭を

払わずに働くのは不平等であると考えるのも最も
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である。ではなぜ、大工職人とは違い、勝手に働

いても良いと市在鍛治職人が言ったのかは、市内

における鍛治職人の人数に関係していると思われ

る。鍛治職は「ほとんどが町外れに居住し、５軒

ほど」であると安政期の史料に記載されており９、

市内鍛治職人が少ないことがわかる。大工職人は

万延元年の史料において内澗町・会所町・大工町

３町のみで20人程がみられる。鍛治職人も小頭と

称し、組合を統率するものは一人いたが、大工職

のように賃金が一律というわけではないので、自

分の実力相応の販売を行え、特に内外の職人を統

率して足並みをそろえて職業を行わなくてはなら

ないというわけではなかったと考えられる。また、

官役で訪れた旅人も官役以外のことを行って稼ご

うとしていた点も興味深い。

　以上より、鍛治職人は人数が少なかったことや、

一律の賃金ではなかったこと、箱館職人への負担、

賃上げや失踪などの問題がなかったことなどによ

り、大工職人のような問題には至らなかったと考

えられる。

　以上これら２つの史料より、集団人数が多いほ

ど統制が取りづらく、規律を乱す者も多くなって

しまうものであるが、特に大工職人はそれに加え

て、当時売り手市場であった可能性が高いこと、

巧拙に関わらず賃金が一律であったこともあり、

従来のやり方に馴染んでない旅人大工職は反発を

起こしやすかった環境であったと考えられる。し

かしそれを統制し従来通りに物事を進めたい既成

の市在大工職人と、コミュニティ意識が低いから

こそ自分達の利益を追求できる新興の旅人大工職

人の構図をみることができた。

おわりに

　従来蝦夷地以外の者の移住を規制してきた蝦夷

地箱館であったが、めまぐるしい幕末の変動によっ

て貿易港として開港し、それによる職需要の高ま

り、市内への旅人という外来人の人口流入により、

市内町人社会にも変化がもたらされた。従来旅人

は蝦夷地滞在のために旅人役銭を支払わなくては

ならなかったが、それが撤廃され、多くの旅人が

市内に流入したことで、これまでどおりに社会生

活を送ろうとする市在の箱館町人と既存の社会生

活にとらわれない旅人との対立も見られた。これ

は箱館奉行所の積極的な旅人及び町人移入政策に

よって、これまでの市内の慣習では通用しない社

会が形成されつつあったといえるのではないか。

　今後はさらに市内町人の動向について調べると

ともに、未だ不透明な部分が多い問屋や旅人宿な

どの都市社会における人・物の流通に関わる部分

も明らかにしていきたい。

注

１　「函館風俗書」（『函館市史史料編第一巻』函館市

史編さん室、一九七四年収録）

 安政元年（一八五四）に幕府直轄にあたり、奉行
所が町年寄に箱館市民の生活状態や、民政状況等

について報告を求め、これに答えてまとめたもの。

２　「蝦夷日誌」（『函館市史史料編第一巻』函館市史

編さん室、一九七四年収録）

 嘉永三年（一八五〇）江戸時代の探検家松浦武四
郎が蝦夷地探検を行った際の見聞をまとめたもの。

３　小宿は、問屋機能⑺の補強機関であり、沖ノ口

業務には関わらないが、密売品・密入国人等の監

視取締は行う。

４　漁場である場所に出稼ぎして稼いだ職業。

５　生魚を市内へ売り歩いた職業。

６　柳沢善吉『史料による箱館の株仲間問屋・小宿』

（一九六六、道南の歴史研究協議会）参照。

７　「安政六未年願書并嘆願書」（『函館市史史料編第

一巻』函館市史編さん室、一九七四年収録）安政

六年（一八五九）一月から七月までの、町人より

奉行所に提出された願書・嘆願書で、おそらく町

会所の控えとして作成された。

８　『函館市史通説編第一巻』（函館市、一九八〇年）

四三八～四四一頁

９　「函館風俗書」（『函館市史史料編第一巻』函館市

史編さん室、一九七四年収録）

 安政元年（一八五四）に幕府直轄にあたり、奉行
所が町年寄に箱館市民の生活状態や、民政状況等

について報告を求め、これに答えてまとめたもの。


